
令和 7年度以降の本庄市の部活動について 

○令和 7年度 

 

○令和８年度 

 部活動 民間クラブチーム等 

平日 

部活動方針を遵守した活動 

※部活動数の適正化 

※活動時間などの見直し 

※部活動指導員・外部指導者の活用 

自由 

※生徒・家庭に委ねる。 

休日 

部活動方針を遵守した活動 

  ※部活動指導員・外部指導者の活用 

 

 

・令和７年度については、実施主体は本庄市教育委員会とする。 

・各中学校 1部活、合計 4部活を対象として、地域クラブ活動を整備し、 

休日の活動を実施する。（実施時期は 8月頃からを想定） 

・実施する部活動については、各学校と相談の上、決定する。 

・指導者は学校の教員（兼職兼業）も含め、公募予定。 

 指導者は各クラブ 2人×４校＝８人まで 

・保険や指導者謝金等は市で負担。 

・生徒保護者と地域クラブの指導者との間の連絡ツールについては、 

 部活動連絡アプリの活用を検討している。 

・各部活動と地域クラブ活動の連絡調整等には、コーディネーターを１人配置

予定。 

・実施する部活動の決定後、生徒・保護者への説明会を実施予定。 

 

※令和７年度に実施予定の地域スポーツクラブ活動体制整備事業（地域スポ

ーツクラブ活動への移行に向けた実証事業）への参加希望する予定で検討

中。 

 

自由 

※生徒・家庭に委ねる。 

【段階的に地域クラブ活動へ】 

【課題】 

・実施主体 

・実施方法 

・指導者 

・費用負担（受益者負担） 

・教員の兼職・兼業 

・生徒・保護者 

別紙資料 



 ・令和８年度については、地域クラブ活動数を４クラブから８クラブ程度（各校２部活程度）に 

拡大していく。 

 ・コーディネーターの人数は、１人から２人に増員する。 

 

○令和９年度以降 

 ・令和８年度までの取組を検証し、地域クラブ活動の拡大、充実を目指していく。 


